
 

海外事業資金貸付保険運用規程・新旧対照表 

1 

新 旧 備考 

海外事業資金貸付保険運用規程 

 

平成29年４月１日 17‐制度‐00054 
沿革 （略） 

平成30年６月１日 一部改正 

 

海外事業資金貸付保険運用規程 

 

平成29年４月１日 17‐制度‐00054 
沿革 （略） 

 

 

第１条～第10条 （略） 

 

第１条～第10条 （略） 

 

 

（保険料の納付方法） 

第11条 （略） 

第11条の２ 保険契約者は、海外事業資金貸付保険の保険料を、原則とし

て、保険契約の締結時に一括して納付するものとする。ただし、被保険

者が約款（貸付金債権等）第20条第１項又は約款（保証債務）第19条第

１項に規定する重大な内容変更等を行った場合であって保険契約者が

保険料を納付すべき場合にあっては、日本貿易保険が約款（貸付金債権

等）第20条第２項又は約款（保証債務）第19条第２項ただし書の規定に

よる承認をした時に一括して納付するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、保険契約締結時に納付すべき保険料であっ

て、保険契約者が分割納付を希望し日本貿易保険がこれを認める場合

（約款（貸付金債権等）第２条第２号ハに該当する海外事業資金貸付金

債権等の取得の場合を除く。）は、保険契約締結時に一括して納付すべ

き保険料（以下「保険料元本」という。）の額の100分の50を保険契約の

締結時に、保険料元本の100分の50及び当該分割納付に係る割増保険料

（分割納付に係る割増後の保険料の額は保険料率等規程Ⅱ［10］３の２

に規定する額とする。以下第３項及び第４項において「第２回支払日に

係る保険料」という。）を保険契約者が指定した日（以下の各号のいず

れにも該当する日に限る。ただし、日本貿易保険が認めた場合はこの限

りではない。）に納付する方法により行うことができる。 

一 保険契約締結日から５年以内の日 

二 海外事業資金貸付金債権等の取得にあっては貸付金等の累計額が

予定総額の100分の50以上となる予定の日の前日以前の日、保証債務

の負担にあっては保証金額の累計額が保証予定金額の100分の50以上

（保険料の納付方法） 

第11条 （略） 
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となる予定の日の前日以前の日 

３ 海外事業資金貸付金債権等の取得に係る案件について、保険契約者が

前項で定める方法により保険料を分割納付する旨申し出かつ日本貿易

保険が認めたときは、保険契約の締結に際し、次の特約を付すものとす

る。ただし、前項ただし書により日本貿易保険が認めた場合にあっては

次の特約とは異なる特約を付す。 

「１．この保険契約の申込書に記載された保険料の第２回支払日（以下

「第２回支払日」という。）が到来する前に海外事業資金貸付（貸付

金債権等）保険約款（平成29年４月１日 17‐制度‐00011。以下

「約款」という。）第３条各号のいずれかに該当する事由が発生し

た場合は、保険契約者は、当該第２回支払日にかかわらず、別途、

株式会社日本貿易保険（以下「日本貿易保険」という。）が指定する

日までに当該第２回支払日に係る保険料の全額を納付しなければ

ならない。 

２．第２回支払日が到来する前に約款第12条に規定する書面を提出す

ることとなった場合であって日本貿易保険が請求したときは、保険

契約者は、当該第２回支払日にかかわらず、当該請求において日本

貿易保険が指定する日までに当該第２回支払日に係る保険料の全

額を納付しなければならない。 

３．第２回支払日が到来する前に約款第20条第１項に規定する重大

な内容変更等を行った場合にあっては、次のとおりとする。 

一 当該変更に基づき算出された保険料元本（以下「変更後保険料

元本」という。）の額が概算により算出された保険料元本（以下

「概算保険料元本」という。前項に定める確定通知の提出後にあ

っては当該確定通知により確定した保険料元本（以下「確定保険

料元本」という。））の額を超える場合には、当該超過額を第２回

支払日に係る保険料元本の額に加えることとする。また、分割納

付に係る割増保険料は当該加算後の保険料元本の額にて再計算

するものとする。 

二 概算保険料元本（前項に定める確定通知の提出後にあっては確

定保険料元本）の額が変更後保険料元本の額を超える場合には、

当該超過額を第２回支払日に係る保険料元本の額から減じるこ

ととする。また、分割納付に係る割増保険料は当該減算後の保険
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料元本の額にて再計算するものとする。 

４．第２回支払日が到来する前に貸付金等の全部について償還が行

われた場合であって日本貿易保険が請求したときは、保険契約者

は、当該第２回支払日にかかわらず、当該請求において日本貿易

保険が指定する日までに当該請求における保険料の全額を納付し

なければならない。 

５．保険契約者について、破産手続開始、民事再生手続開始、会社

更生手続開始若しくは特別清算手続開始の各決定又は外国の法令

に基づく制度上これに準ずる手続があった場合には、第２回支払

日にかかわらず、日本貿易保険からの通知等を要さずに、保険契

約者は、日本貿易保険に対する第２回支払日に係る保険料の支払

債務について当然に期限の利益を失い、直ちに当該保険料の全額

を支払うものとする。ただし、当該期限の利益の喪失後、日本貿

易保険は、新たに支払期日を指定することができる。」 

４ 保証債務の負担に係る案件について、保険契約者が第２項で定める方

法により保険料を分割納付する旨申し出かつ日本貿易保険が認めたと

きは、保険契約の締結に際し、次の特約を付すものとする。ただし、第

２項ただし書により日本貿易保険が認めた場合にあっては次の特約と

は異なる特約を付す。 

「１．この保険契約の申込書に記載された保険料の第２回支払日（以下

「第２回支払日」という。）が到来する前に海外事業資金貸付（保証

債務）保険約款（平成29年４月１日 17‐制度‐00012。以下「約

款」という。）第３条各号のいずれかに該当する事由が発生した場

合は、保険契約者は、当該第２回支払日にかかわらず、別途、株式

会社日本貿易保険（以下「日本貿易保険」という。）が指定する日ま

でに当該第２回支払日に係る保険料の全額を納付しなければなら

ない。 

２．第２回支払日が到来する前に約款第12条に規定する書面を提出す

ることとなった場合であって日本貿易保険が請求したときは、保険

契約者は、当該第２回支払日にかかわらず、当該請求において日本

貿易保険が指定する日までに当該第２回支払日に係る保険料の全

額を納付しなければならない。 

３．第２回支払日が到来する前に約款第19条第１項に規定する重大
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な内容変更等を行った場合にあっては、次のとおりとする。 

一 当該変更に基づき算出された保険料元本（以下「変更後保険

料元本」という。）の額が概算により算出された保険料元本（以

下「概算保険料元本」という。前項に定める確定通知の提出後

にあっては当該確定通知により確定した保険料元本（以下「確

定保険料元本」という。））の額を超える場合には、当該超過額

を第２回支払日に係る保険料元本の額に加えることとする。ま

た、分割納付に係る割増保険料は当該加算後の保険料元本の額

にて再計算するものとする。 

二 概算保険料元本（前項に定める確定通知の提出後にあっては

確定保険料元本）の額が変更後保険料元本の額を超える場合に

は、当該超過額を第２回支払日に係る保険料元本の額から減じ

ることとする。また、分割納付に係る割増保険料は当該減算後

の保険料元本の額にて再計算するものとする。 

４．第２回支払日が到来する前に保証債務に係る借入金等の全部に

ついて償還が行われた場合であって日本貿易保険が請求したとき

は、保険契約者は、当該第２回支払日にかかわらず、当該請求に

おいて日本貿易保険が指定する日までに当該請求における保険料

の全額を納付しなければならない。 

５．保険契約者について、破産手続開始、民事再生手続開始、会社

更生手続開始若しくは特別清算手続開始の各決定又は外国の法令

に基づく制度上これに準ずる手続があった場合には、第２回支払

日にかかわらず、日本貿易保険からの通知等を要さずに、保険契

約者は、日本貿易保険に対する第２回支払日に係る保険料の支払

債務について当然に期限の利益を失い、直ちに当該保険料の全額

を支払うものとする。ただし、当該期限の利益の喪失後、日本貿

易保険は、新たに支払期日を指定することができる。」 

５ 第１項及び第２項にかかわらず、保険契約者が保険契約締結時に一括

して納付すべき保険料（以下「保険料元本」という。複数の者が協調し

て海外事業資金貸付金債権等の取得又は保証債務の負担を行うものに

あっては、それらの合計額をいう。）が50億円以上（外貨建ての保険契

約に係る貿易代金貸付保険及び海外事業資金貸付保険の取扱について

（平成29年９月８日 17‐制度‐00184。）第３条に基づきアメリカ合
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衆国ドル建ての場合にあっては50,000,000米ドル以上）となることが見

込まれると日本貿易保険が認める保険契約において、保険契約者が保険

料元本について３回以上５回以下（ただし、日本貿易保険が認めた場合

はこの限りではない。）の分割納付を希望し日本貿易保険がこれを認め

る場合（約款（貸付金債権等）第２条第２号ハに該当する海外事業資金

貸付金債権等の取得の場合を除く。）は、保険契約の締結時及び保険契

約者が指定した日（以下の各号のいずれにも該当する場合に限る。）に

納付することができる。保険料元本の各保険料支払日ごとの配分方法に

ついては、各保険料支払日に納付する保険料元本の額は均等となること

とし、各保険料支払日に納付する分割納付に係る割増後の保険料の額は

保険料率等規程Ⅱ［10］３の２に規定する額とする。 

一 各保険料支払日（最終の保険料支払日を除く）の間隔が１年を超え

ること 

二 各保険料支払日（最終の保険料支払日を除く）の間隔が等しいこと 

三 最終の保険料支払日は約款（貸付金債権等）第９条第２項又は約款

（保証債務）第９条第２項に規定する保険責任の終了日の前日以前の

日かつ残りの保険期間が全保険期間を分割回数で除した期間となる

以前の日とすること 

６ 海外事業資金貸付金債権等の取得に係る案件について、保険契約者が

第５項で定める方法により保険料を分割納付する旨申し出かつ日本貿

易保険が認めたときは、保険契約の締結に際し、次の特約を付すものと

する。 

「１．この保険契約の申込書に記載された保険料の支払日（以下「支払

日」という。）の全てが到来する前に海外事業資金貸付（貸付金債権

等）保険約款（平成29年４月１日 17‐制度‐00011。以下「約款」

という。）第３条各号のいずれかに該当する事由が発生した場合は、

保険契約者は、当該支払日にかかわらず、別途、株式会社日本貿易

保険（以下「日本貿易保険」という。）が指定する日までに、期日が

到来していない支払日（以下「期日未到来支払日」という。）に係る

保険料の全額を納付しなければならない。 

２．支払日の全てが到来する前に約款第12条に規定する書面を提出す

ることとなった場合にあっては、次のとおりとする。 

一 当該確定通知により確定した保険料元本の額（以下「確定保険
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料元本」という。）が概算により算出された保険料元本の額（以下

「概算保険料元本」という）を超える場合には、当該超過額を均

等に分割した額を期日未到来支払日に係る保険料元本の額に加

えることとする。また、分割納付に係る割増保険料は当該加算後

の保険料元本の額にて再計算するものとする。 

二 概算保険料元本の額が確定保険料元本の額を超える場合には、

当該超過額を均等に分割した額を期日未到来支払日に係る保険

料元本の額から減じることとする。また、分割納付に係る割増保

険料は当該減算後の保険料元本の額にて再計算するものとする。 

３．支払日の全てが到来する前に約款第20条第１項に規定する重大な

内容変更等を行った場合にあっては、次のとおりとする。 

一 当該変更に基づき算出された保険料元本（以下「変更後保険料

元本」という。）の額が概算保険料元本（前項に定める確定通知の

提出後にあっては確定保険料元本）の額を超える場合（貸付金等

の償還期日の延長による場合を除く。）には、当該超過額を均等に

分割した額を期日未到来支払日に係る保険料元本の額に加える

こととする。また、分割納付に係る割増保険料は当該加算後の保

険料元本の額にて再計算するものとする。 

二 概算保険料元本（前項に定める確定通知の提出後にあっては確

定保険料元本）の額が変更後保険料元本の額を超える場合には、

当該超過額を期日未到来支払日に係る保険料元本のうち、最も期

日の遅いものに係る保険料元本の額から順に減じることとする。

また、分割納付に係る割増保険料は当該減算後の保険料元本の額

にて再計算するものとする。 

４．支払日の全てが到来する前に貸付金等の全部について償還が行

われた場合であって日本貿易保険が請求したときは、保険契約者

は、当該支払日にかかわらず、当該請求において日本貿易保険が

指定する日までに当該請求における保険料の全額を納付しなけれ

ばならない。 

５．保険契約者について、破産手続開始、民事再生手続開始、会社

更生手続開始若しくは特別清算手続開始の各決定又は外国の法令

に基づく制度上これに準ずる手続があった場合には、支払日にか

かわらず、日本貿易保険からの通知等を要さずに、保険契約者
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は、日本貿易保険に対する期日未到来支払日に係る保険料の支払

債務について当然に期限の利益を失い、直ちに当該保険料の全額

を支払うものとする。ただし、当該期限の利益の喪失後、日本貿

易保険は、新たに支払期日を指定することができる。」 

７ 保証債務の負担に係る案件について、保険契約者が第５項で定める方

法により保険料を分割納付する旨申し出かつ日本貿易保険が認めたと

きは、保険契約の締結に際し、次の特約を付すものとする。 

「１．この保険契約の申込書に記載された保険料の支払日（以下「支払

日」という。）の全てが到来する前に海外事業資金貸付（保証債務）

保険約款（平成29年４月１日 17‐制度‐00012。以下「約款」とい

う。）第３条各号のいずれかに該当する事由が発生した場合は、保

険契約者は、当該支払日にかかわらず、別途、株式会社日本貿易保

険（以下「日本貿易保険」という。）が指定する日までに、期日が到

来していない支払日（以下「期日未到来支払日」という。）に係る保

険料の全額を納付しなければならない。 

２．支払日の全てが到来する前に約款第12条に規定する書面を提出す

ることとなった場合にあっては、次のとおりとする。 

一 当該確定通知により確定した保険料元本の額（以下「確定保険

料元本」という。）が概算により算出された保険料元本の額（以下

「概算保険料元本」という）を超える場合には、当該超過額を均

等に分割した額を期日未到来支払日に係る保険料元本の額に加

えることとする。また、分割納付に係る割増保険料は当該加算後

の保険料元本の額にて再計算するものとする。 

二 概算保険料元本の額が確定保険料元本の額を超える場合には、

当該超過額を均等に分割した額を期日未到来支払日に係る保険

料元本の額から減じることとする。また、分割納付に係る割増保

険料は当該減算後の保険料元本の額にて再計算するものとする。 

３．支払日の全てが到来する前に約款第19条第１項に規定する重大な

内容変更等を行った場合にあっては、次のとおりとする。 

一 当該変更に基づき算出された保険料元本（以下「変更後保険料

元本」という。）の額が概算保険料元本（前項に定める確定通知の

提出後にあっては確定保険料元本）の額を超える場合（保証債務

に係る借入金等の償還期日の延長による場合を除く。）には、当該
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超過額を均等に分割した額を期日未到来支払日に係る保険料元

本の額に加えることとする。また、分割納付に係る割増保険料は

当該加算後の保険料元本の額にて再計算するものとする。 

二 概算保険料元本（前項に定める確定通知の提出後にあっては確

定保険料元本）の額が変更後保険料元本の額を超える場合には、

当該超過額を期日未到来支払日に係る保険料元本のうち、最も期

日の遅いものに係る保険料元本の額から順に減じることとする。

また、分割納付に係る割増保険料は当該減算後の保険料元本の額

にて再計算するものとする。 

４．支払日の全てが到来する前に保証債務に係る借入金等の全部に

ついて償還が行われた場合であって日本貿易保険が請求したとき

は、保険契約者は、当該支払日にかかわらず、当該請求において

日本貿易保険が指定する日までに当該請求における保険料の全額

を納付しなければならない。 

５．保険契約者について、破産手続開始、民事再生手続開始、会社

更生手続開始若しくは特別清算手続開始の各決定又は外国の法令

に基づく制度上これに準ずる手続があった場合には、支払日にか

かわらず、日本貿易保険からの通知等を要さずに、保険契約者

は、日本貿易保険に対する期日未到来支払日に係る保険料の支払

債務について当然に期限の利益を失い、直ちに当該保険料の全額

を支払うものとする。ただし、当該期限の利益の喪失後、日本貿

易保険は、新たに支払期日を指定することができる。」 

８ 保険契約者が第５項で定める方法により保険料を分割納付する旨申

し出かつ日本貿易保険が認めた保険契約において、約款（貸付金債権等）

第20条第１項又は約款（保証債務）第19条第１項に規定する重大な内容

変更等のうち、貸付金等の償還期日の延長又は保証債務に係る借入金等

の償還期日の延長により保険期間が延長された場合にあっては、当該延

長に係る保険料元本（以下「追加保険料元本」という。）を、日本貿易保

険が約款（貸付金債権等）第20条第２項ただし書又は約款（保証債務）

第19条第２項ただし書の規定による承認をした時及び保険契約者が新

たに指定した日（重大な内容変更等を行った日以降の保険料支払日が第

11条の２第５項各号のいずれにも該当する場合に限る。）に納付する。

追加保険料元本の各保険料支払日ごとの配分方法については、各保険料
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支払日に納付する追加保険料元本の額は均等となることとし、各保険料

支払日に納付する分割納付に係る割増後の保険料の額は保険料率等規

程Ⅱ［10］３の２に基づき算出する。但し、「保険契約締結時」は「保険

契約変更時」に、「保険契約締結日」は「保険契約変更日」に読み替える

ものとする。 

９ 保険契約者が第５項で定める方法により保険料を分割納付する旨申

し出かつ日本貿易保険が認めた保険契約において、約款（貸付金債権等）

第20条第１項又は約款（保証債務）第19条第１項に規定する重大な内容

変更等のうち、貸付金等の額の増額又は保証債務に係る借入金等の額の

増額においては、当該増額分に係る保険料については、増額前の保険契

約における期日未到来支払日に納付するものとする。 

 

第12条～第19条 （略） 

 

第12条～第19条 （略） 

 

 

 

附 則 

１．第11条は、平成32年４月１日に廃止する。 

２．第11条の２は、平成32年４月１日から実施する。 

 

  

 


